
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画  

 

  

 

河合土木株式会社  

 

  

女性の雇用を増やし、活躍・継続就業できる環境の整備を行うため、次のように行動計画 

を策定する。  

 

 

1. 計画期間 令和 7 年 8 月 25 日～令和 12 年 8 月 24 日  

 

2. 当社の課題  

 ・有給休暇取得率が低いこと 

  

3. 目標、取組内容、実施時期  

《目標》 年次有給休暇取得率を 70％以上にする 

 

 

《取組内容・実施時期》  

令和 7 年 5 月～ 有給休暇取得率について、社員に聞き取りを行う。  

 

令和 7 年 6 月～ 会議にて目標値および過去 2 年間の取得率を共有する。 

 

令和 7 年 6 月～ 社内に有給休暇取得率向上のためのポスターを掲示。 

 

令和 7 年 8 月～ 取得率の低い社員に個別に働きかけを行う。 


